
飲食店におけるパーテーション設置促進補助金交付要領 

 

１ 目 的 

  この要領は、（一社）広島県生活衛生同業組合連合会が実施する、飲食店におけるパーテ―ション設置促進補

助金交付事業に関する必要な事項を定め、その業務の適正かつ円滑な実施に資することを目的とする。 

 

２ 補助事業の内容 

  （一社）広島県生活衛生同業組合連合会が交付する補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、県内の飲食店が新型コロナウイルス感染症を予防するための取組とする。 

 

３ 補助事業対象者 

  補助事業の対象となる者は、日本標準産業分類「76 飲食店」に該当する飲食店で、次に掲げる事項の全て

を満たす者（「以下、「補助事業対象者」という。）とする。 

① 広島県内に店舗があること。 

  ② 食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。 

（令和３年６月１日以降に営業許可を取得した店舗については，飲食店営業，喫茶店営業以外の営

業許可（菓子製造業など）施設であっても店内飲食を行う店舗については補助対象者とします。） 

  ③ 助成対象として申請した内容（経費）に関して同一年度内において、国・県・市町等が実施する他の制

度（補助金等）から支援を受けていないこと。 

 ④ 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者

でないこと。 

 ⑤ 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。 

 ⑥ 国、県等から配布されるポスターを利用者から見えやすい場所に掲示すること。 

⑦ 県の「広島積極ガード店」に登録すること。 

⑧ 県の「広島コロナお知らせＱＲ」を導入して利用者に登録を促すこと。 

⑨ 行政からの要請（特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等）に従うこと。 

⑩ 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、利用者等に感染者が出たことを把握した場合において

は、その状況について、遅滞なく、利用者に連絡するとともに、管轄の保健所に報告し、保健所が行う積

極的疫学調査に協力すること。また、利用者が把握できない場合などは自主的に店舗名を公表すること。 

 ⑪ 県又は県から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。 

 

４ 補助対象経費  

    補助対象経費は、隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のためのパーテーション購入経費等のうち（一

社）広島県生活衛生同業組合連合会が必要と認める経費とする。ただし、消費税及び地方消費税額は補助対

象経費から除く。  

《対象となる設備の例》 

 ・アクリル板，ビニールカーテン，防護スクリーン等 
   ※ 設置費、送料も含む。 

 

５ 補助金額 

補助金の額は、次に定める区分により、１店舗当たり 10万円を限度とする。 
対象となる支出額の範囲 補助額 
１万円以上２万円未満 １万円 
２万円以上３万円未満 ２万円 
３万円以上４万円未満 ３万円 
４万円以上５万円未満 ４万円 
５万円以上６万円未満 ５万円 
６万円以上７万円未満 ６万円 
７万円以上８万円未満 ７万円 
８万円以上９万円未満 ８万円 
９万円以上 10万円未満 ９万円 

10万円以上 10万円 

 



 

 

６ 補助対象期間 

    補助金交付事業の補助対象期間は、令和２年 12月 10日（木）から令和３年６月 30日（水）までの間とする。  

 

７ 補助事業の遂行  

補助事業対象者は、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用

してはならない。 

 

８ 申請方法等 

（１） 補助金の交付申請をしようとする者（以下「申出者」という。）は、飲食店におけるパーテーション設置

促進補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）及び次に掲げる必要書類を添付し、（一社）広島県生活

衛生同業組合連合会に提出するものとする。 

（２） （一社）広島県生活衛生同業組合連合会は、飲食店におけるパーテーション設置促進補助金交付申請書

兼実績報告書の内容を審査し、申出者との間で必要な調整を行った上で、補助金の交付対象になることが見

込まれるときは、申出者に補助金交付決定及び交付確定通知書（様式第２号）により、通知するものとする。 

 

９ 補助金の支払い 

（１） （一社）広島県生活衛生同業組合連合会は、補助金交付決定及び交付確定通知書により、補助金の額を

確定した後、補助金を補助事業対象者に対し、支払うものとする。 

    なお、飲食店におけるパーテーション設置促進補助金交付申請書兼実績報告書に記載された経費の一部

が補助対象経費に該当しない場合は、その額を減額して交付する。 

（２） （一社）広島県生活衛生同業組合連合会は、飲食店におけるパーテーション設置促進補助金交付申請書

兼実績報告書に記載した経費が補助対象経費に該当しない場合は、補助金不交付決定通知書により通知す

る。  

  

10 交付決定の取消し 

 （１） （一社）広島県生活衛生同業組合連合会は、補助事業対象者が次の各号の一に該当するときは、当該申

請に係る補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができるものとする。 

  ① 交付要領の規定に基づく措置に違反した場合及び補助事業対象者が補助金を他の用途へ使用した場合 

 ② 補助事業に関して付した条件に違反した場合  

（２） 前項の規定は補助金の額の確定後においても適用されるものとする。  

 

11 補助金の返還 

   （一社）広島県生活衛生同業組合連合会は、交付決定の取消しを行った場合、その額の返還を、期日を定め

て命じるものとし、補助事業対象者は、（一社）広島県生活衛生同業組合連合会が定める期日までに返還しな

ければならない。  

  

12 加算金および延滞金 

 （１） 補助事業対象者は、補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日

までの日数に応じ、返還を求められた補助金の額 （その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては既納付額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければ

ならない。 

 （２） 補助事業対象者は、（一社）広島県生活衛生同業組合連合会から補助金の返還の命令を受け、これを納付

期日までに納めなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１

０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 

 （３）（一社）広島県生活衛生同業組合連合会産振構は、（１）及び（２）において、やむを得ない事情があると

認めたときは、加算金または遅滞金の全部または一部を免除することができるものとする。  

  

 

 



 

 

13 財産の管理及び処分 

 （１） 補助事業対象者は、補助事業により取得しまたは効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）に

ついて、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。 

（２）（一社）広島県生活衛生同業組合連合会は、助成事業の完了した日から１年間において必要があると認め  

たときは、補助事業対象者の管理状況を調査することができるものとする。  

  

 

14 補助金の経理  

補助事業対象者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠書類を整備し、これらの書類を事業の

完了した日の属する会計年度の終了後 10年間保存しなければならない。 

   

15 その他の事項 

   （一社）広島県生活衛生同業組合連合会は、補助金交付事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項

について、別に定めることができる｡  

    

附則  

  この要領は、令和２年 12月 28日から施行し、令和２年 12月 10日から適用する。 

  この要領は、令和３年２月 26日から施行する。 

この要領は、令和３年４月９日から施行する。 

この要領は、令和３年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
様式第 1号 

 
 

飲食店におけるパーテーション設置促進補助金 
交付申請書兼実績報告書 

 

（一社）広島県生活衛生同業組合連合会代表理事 様 

（広島県パーテーション設置補助金事務局） 

 

 飲食店におけるパーテーション設置促進補助金の交付を受けたいので，飲食店におけるパーテーション

設置促進補助金交付要領８の規定により申請し，また，その実績を報告します。 

 

１ 申請者情報 

  申請日  

申 

請 

者 

フリガナ  

住 所 
〒 

 

フリガナ  代表者印 

会社名  

 フリガナ  

代表者名 
（個人事業者名） 

 

店
舗
情
報 

住所 
〒 

 

店舗名  

「Go To Eat キャンペーン」への参加の有無 有 □  無 □ 

「広島積極ガード店」への登録の有無  有 □  無 □ 

「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」への宣言状況  
宣言 済 □ 登録番号        

宣言 未 □ 

 

２ 振込先口座 

金融機関及び店舗名 金融機関コード 店舗コード 預金種別 
口座番号 

（右詰めで記入） 

 
銀行・農協 

金庫・信組 

その他（  ） 

 

本店 

支店 

出張所 

その他

（  ） 

       普通・当座        

フリガナ                           

口座名義  

 

３ 連絡先 

担当者 

連絡先 

所属部署  担当者 氏名  

電話番号  FAX番号  

E-mail  



 

 

 

申 

請 

内 

容 

明 

細 

内 

訳 

支 払 日 
※12/10以降の購入が対象になります。 

品 名・数 量 
購入額（税抜） 
※消費税は補助対象外 

①   円 

②   円 

③   円 

④   円 

⑤   円 

⑥   円 

⑦   円 

⑧   円 

⑨   円 

⑩   円 

⑪   円 

⑫   円 

⑬   円 

⑭   円 

⑮   円 

 
合計金額（税抜） 円 

 申 請 額（税抜） 
※購入等経費に応じて以下の表を基に申請額を記入してください。 

対象となる支出額の範囲 補助額 

１万円以上２万円未満 １万円 

２万円以上３万円未満 ２万円 

３万円以上４万円未満 ３万円 

４万円以上５万円未満 ４万円 

５万円以上６万円未満 ５万円 

６万円以上７万円未満 ６万円 

７万円以上８万円未満 ７万円 

８万円以上９万円未満 ８万円 

９万円以上10万円未満 ９万円 

10万円以上 10万円 
 

      円 

 

 

【要件該当確認】 

 
 右の項目について該当している
ことを確認いただき、□に✔を入れ
てください。 

□ 以下の項目に相違ないことを誓約します。 

 
① 広島県内に店舗を有しています。 
② 食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けています。（又は，令和３年６月１日以降

に飲食店営業又は喫茶店営業以外の許可を受けており，店内飲食のある店舗です。） 
③ 助成対象として申請した内容（経費）に関して同一年度内において、国・県・市町等が実施する他の制

度（補助金等）から支援を受けていません。 
④ 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者

ではありません。 
⑤ 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守します。 
⑥ 国、県等から配布されるポスターを利用者から見えやすい場所に掲示します。 
⑦ 県の「広島積極ガード店」に登録します。 
⑧ 県の「広島コロナお知らせＱＲ」を導入して利用者に登録を促しています。 
⑨ 行政からの要請（特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等）に従います。 
⑩ 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、利用者等に感染者が出たことを把握した場合において

は、その状況について、遅滞なく、利用者に連絡するとともに、管轄の保健所に報告し、保健所が行う
積極的疫学調査に協力します。また、利用者が把握できない場合などは自主的に店舗名を公表します。 

⑪ 国・県等が事前通告なしに行う訪問調査に協力します。 



 

 

様式第２号 

                                 令和  年  月  日 

 

 

 様 

 

                   （一社）広島県生活衛生同業組合連合会代表理事 

（広島県パーテーション設置補助金事務局）  

 

 

 

飲食店におけるパーテーション設置促進補助金 

に係る交付決定及び交付確定通知書 

 

 

 このたび、貴事業者より飲食店におけるパーテーション設置促進補助金の交付申請及び実績報告のありました

上記補助金については、下記のとおり交付決定し交付確定しました。ついては、交付決定額を指定口座に振り込

みますのでお知らせいたします。 

  

 

記 

 

１．補助金交付申請額                 円（税抜） 

２．補助金交付決定額                 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号 

                                 令和  年  月  日 

 

 

 様 

 

                   （一社）広島県生活衛生同業組合連合会代表理事  

（広島県パーテーション設置補助金事務局）  

 

 

 

飲食店におけるパーテーション設置促進補助金 

に係る変更交付決定及び交付確定通知書 

 

 

 このたび、貴事業者より飲食店におけるパーテーション設置促進補助金の交付申請及び実績報告のありました

上記補助金については、下記のとおり交付決定し交付確定しました。ついては、交付決定額を指定口座に振り込

みますのでお知らせいたします。 

 なお、下記の理由により交付申請額を変更して交付決定しております。 

  

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                 円（税抜） 

２ 補助金交付決定額                 円（税抜） 

３ 交付決定額変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号 

                                 令和  年  月  日 

 

 

 様 

 

                   （一社）広島県生活衛生同業組合連合会代表理事 

（広島県パーテーション設置補助金事務局）  

 
 

 

飲食店におけるパーテーション設置促進補助金 

に係る不交付決定通知書 

 

 

 このたび、貴事業者より飲食店におけるパーテーション設置促進補助金の交付申請及び実績報告のありました

上記補助金については、下記の理由により不交付の決定を行いましたので通知いたします。 

  

 

記 

 

 

 

１ 不交付決定の理由 

 

 

 

 

 

 


